
別 表

平成１４年分 所得申告相談日程

※一般申告は２階大会議室で随時受付をしていますが、来場者
多数のため、待ち時間が長くなる場合もあります。ご了承く
ださい。

税税理理士士会会にによよるる
無無料料確確定定申申告告相相談談がが
２２月月２２６６日日（（水水））にに
開開催催さされれまますす。。

四国税理士会松山支部による無料確定申告相談が、
松前町役場３階大会議室で開催されます。譲渡所得
などの申告相談もすることができます。
相談される方はお越しください。

日 時 ２月２６日（水）

場 所 役場３階 大会議室

時 間 ９時～１１時 １３時～１６時

所
得
税

所
得
税
は
、
平
成
１４
年
中
に
生

じ
た
所
得
と
こ
れ
に
対
す
る
税
額

を
、
納
税
者
自
ら
が
計
算
し
、
納

税
す
る
と
い
う
自
主
申
告
納
税
制

度
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
正
し
く

早
め
に
申
告
と
納
税
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

期
限
内
に
申
告
を
し
な
か
っ
た

り
、
誤
っ
た
申
告
を
し
た
り
す
る

と
後
で
不
足
の
税
金
を
納
め
る
だ

け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
も

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

す
。

＊
申
告
が
必
要
な
方
＊

▼
平
成
１４
年
中
の
給
与
の
収
入
金

額
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

▼
１
か
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い

る
方
で
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
２０

万
円
を
超
え
る
方

▼
給
与
の
支
払
を
２
か
所
以
上
か

ら
受
け
て
い
る
方

▼
事
業
を
し
て
い
る
方
、
不
動
産

収
入
の
あ
る
方
、
土
地
や
建
物
を

売
っ
た
方
な
ど
で
、
平
成
１４
年
中

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、
基
礎

控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控

除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

＊
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
＊

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、
次
の
要
件

に
該
当
す
る
場
合
、
確
定
申
告
に

よ
り
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が

還
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
還
付
を
受

け
る
た
め
の
申
告
は
、
申
告
期
間

前
で
も
税
務
署
で
受
付
を
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告
書
を

税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
還
付
を
受
け
る
た
め
に

確
定
申
告
を
す
る
場
合
に
は
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

金
額
の
合
計
額
が
２０
万
円
以
下
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
含
め
て
申
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
住
宅
借
入
金
（
取
得
）
な
ど
特

別
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合

▼
年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後

就
職
し
な
か
っ
た
た
め
に
年
末
調

整
を
受
け
な
か
っ
た
場
合

▼
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
を
受

け
る
場
合

▼
予
定
納
税
を
し
て
い
る
方
で
休

業
や
減
益
の
た
め
所
得
が
減
少
し
、

本
来
納
め
る
べ
き
所
得
税
を
超
え

て
納
税
し
て
い
る
場
合

☆
に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
☆

確
定
申
告
の
時
期
に
は
、
税
金

の
申
告
手
続
な
ど
を
税
理
士
に
依

頼
さ
れ
る
方
が
多
い
こ
と
に
便
乗

し
て
、
税
理
士
で
な
い
人
が
申
告

書
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
「
に
せ
税
理
士
」

は
、
法
律
に
違
反
す
る
だ
け
で
な

く
、
依
頼
し
た
方
に
も
迷
惑
が
か

か
る
結
果
と
な
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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一般申告

９時～１１時３０分
１３時～１６時

一般の申告は
２月１７日（月）

～
３月１７日（月）
役場２階大会議
室で受付をして
います。
《但し、土・
日曜日を除
く》

農給合算申告、出張申告、税理士会無料申告相談

申告会場

２階大会議室

３階大会議室

各地区の公民館
又 は 集 会 所
３階大会議室
各地区の公民館
又 は 集 会 所

各地区の公民館
又 は 集 会 所

各 公 民 館

２階大会議室

２階大会議室

１３時～１６時

一 般 申 告

農給合算申告（北伊予）

農給合算申告（岡 田）
農給合算申告（松 前）

上 高 柳
昌 農 内

税理士会無料申告相談
西 高 柳
北 川 原

徳 丸
中 川 原
神 崎
出 作
北 黒 田

筒 井
一 般 申 告
一 般 申 告
一 般 申 告
一 般 申 告

一 般 申 告

９時～
１１時３０分

大 間
恵 久 美

西 古 泉
塩 屋

永田・大溝
横田・東古泉
鶴 吉
新立・本村
宗 意 原

南 黒 田

曜

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

日

１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７

月

２

月

３

月
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